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米国関連資料 

IDSに起因する PTA（Patent Term Adjustment）削減エラーに対応するために 

USPTOが暫定手続を創設（発効日：2018年 11月 2日） 
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１. はじめに 

 米国特許の特許権存続期間は、原則として、出願から 20年です（35 U.S.C. 154(a)(2)）。1995

年 4月 25日の法改正により、経過措置として、1995年 6月 8日時点で有効な特許権、または

1995年 6月 7日までに出願された特許出願においては、出願から 20年間あるいは特許発行か

ら 17年間のうち、長い方が特許権存続期間となります（35 U.S.C. 154(c)(1)、MPEP 2701）。

なお、先の米国特許出願の利益を享受する出願（継続出願や分割出願）においては、特許権存続

期間の起算日は先の出願日となります（35 U.S.C. 154(a)(2)）。 

 

 特許権存続期間が出願から 20年間となりましたので、出願審査等に 3年以上の年月を要した

場合、特許権存続期間が上記法改正前の特許発行から 17年間よりも短くなってしまうことがあ

ります。そこで、出願人に起因しない理由により特許発行が遅れた場合、特許権存続期間を延長

することによって公平が保たれるように配慮されました。 

 

2018 年 11 月 2 日付の官報において、以下のことが公示されました。すなわち、 IDS

（Information Disclosure Statement）に免責ステートメント（"safe harbor statement"）が添

付されていたことを認識していなかったために生じた USPTOによる不法なエラーに対し、特許

権存続期間調整（PTA（Patent Term Adjustment）の再計算を特許権者が請求するための暫

定手続を実施する旨、USPTOは公表しました（暫定手続の発効日： 2018年 11月 2日）。USPTO

は、また、免責ステーメントを作成する場合に出願人が用いる新たなフォームを提供すること

も併せて官報において公示しました。これらのことに関し、以下に詳細に説明します。 

 

 なお、免責ステートメントとは、USPTOや対応外国特許庁によって引用された情報を提出す

るために IDSを所定期間内（30日以内）に USPTOにファイル際に用いるステートメントであ

って、37 CFR 1.704 (d)の規定に基づいてファイルされたステートメントを意味します。 
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